
1

東日本大震災に係る県税の特例 　自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割、自動車税種別割
１　被災代替自動車の取得に係る非課税

震災により滅失・損壊した自動車の所有者が、被災自動車に代わるものと認められる自動車を

取得した場合

２　警戒区域内自動車の代替自動車の取得に係る非課税

警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わるものと認められる自動車 

を取得した場合

３　自動車持出困難区域内自動車の代替自動車の取得に係る非課税

自動車持出困難区域にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わるものと認められ

る自動車を取得した場合

　〈１～３の非課税の期間〉

〇自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

平成23年３月11日から令和３年３月31日までの取得分

〇自動車税種別割

平成23年度から令和３年度までに取得した年度と翌年度分（平成23年度から平成24年度ま

でに取得したときは平成25年度まで、平成25年度から令和２年度までに取得したときは、

取得した年度とその翌年度分）

　　　（注）上記の期間であっても、法定納期限から5年を経過した場合は、納めた税金の還付を受け

　　　　　ることができません。

４　被災自動車に対する自動車税種別割の減免

震災により、自動車が損傷、交通途絶などの理由により運行することができなくなったと認め

られる期間が15日（損傷の場合は10日）を超える場合には、その自動車が運行することができ

なかったと認められる期間の月数分が減免されます。

東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るための特例措置のあらましは、以下のとおりです。

個人県民税
１　住宅借入金等特別税額控除の適用の特例

住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、震災により居住の用に供することがで

きなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用す

ることができます。

２　住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例

所有する居住用の家屋が震災により居住することができなくなった方が、住宅の再取得等をし

た場合には、住宅借入金等特別税額控除の特例（住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び

重複適用）の適用を受けることができます。

　不動産取得税
１　被災した家屋・敷地に代わる家屋・土地の取得に係る特例

震災により滅失・損壊した家屋・敷地の所有者またはその相続人等が、当該被災家屋・敷地に

代わるものと認められる家屋・土地を令和８年３月31日までの間に取得した場合には、それぞれ、

被災家屋・被災家屋の敷地の面積分は課税されません。

２　警戒区域内家屋・敷地に代わる家屋・土地の取得に係る特例

　　警戒区域内に所在した家屋・敷地の所有者またはその相続人等が、当該家屋・敷地に代わるも

のと認められる家屋・土地を当該警戒区域の設定指示が解除された日から起算して３月（代替家

屋が同日後に新築されたものであるときは１年）を経過する日までの間に取得した場合には、そ

れぞれ、警戒区域内家屋・警戒区域内家屋の敷地の面積分は課税されません。

３　居住困難区域内家屋・敷地に代わる家屋・土地の取得に係る特例

　　居住困難区域に所在した家屋・敷地の所有者またはその相続人等が、当該家屋・敷地に代わる

ものと認められる家屋・土地を当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算 

して３月（代替家屋が同日後に新築されたものであるときは１年）を経過する日までの間に取得 

した場合には、当該居住困難区域に所在していた家屋・敷地の面積分は課税されません。

４　共同利用施設等に係る不動産取得税の免除

　　震災からの産業復旧・復興のため、令和８年３月31日までに被害を受けた家屋の復旧等に係る

補助金または交付金（水産業共同利用施設復旧整備事業等）により法人が家屋を取得したときは、

不動産取得税が免除されます。

５　被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の不動産取得税の免除

　　復興整備事業の実施区域内の土地交換に関する権利を有する方が、平成28年４月１日から令和

６年３月31日までの間に、その復興整備事業の用に供するため、その土地に関する権利を被災関

連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、その交換により被災関連市町村の有する実施区域外の

土地の所有権を取得した場合には、不動産取得税が免除されます。
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　自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割、自動車税種別割
１　被災代替自動車の取得に係る非課税

震災により滅失・損壊した自動車の所有者が、被災自動車に代わるものと認められる自動車を

取得した場合

２　警戒区域内自動車の代替自動車の取得に係る非課税

警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わるものと認められる自動車 

を取得した場合

３　自動車持出困難区域内自動車の代替自動車の取得に係る非課税

自動車持出困難区域にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わるものと認められ

る自動車を取得した場合

　〈１～３の非課税の期間〉

〇自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

平成23年３月11日から令和３年３月31日までの取得分

〇自動車税種別割

平成23年度から令和３年度までに取得した年度と翌年度分（平成23年度から平成24年度ま

でに取得したときは平成25年度まで、平成25年度から令和２年度までに取得したときは、

取得した年度とその翌年度分）

　　　（注）上記の期間であっても、法定納期限から5年を経過した場合は、納めた税金の還付を受け

　　　　　ることができません。

４　被災自動車に対する自動車税種別割の減免

震災により、自動車が損傷、交通途絶などの理由により運行することができなくなったと認め

られる期間が15日（損傷の場合は10日）を超える場合には、その自動車が運行することができ

なかったと認められる期間の月数分が減免されます。

東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るための特例措置のあらましは、以下のとおりです。

個人県民税
１　住宅借入金等特別税額控除の適用の特例

住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、震災により居住の用に供することがで

きなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用す

ることができます。

２　住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例

所有する居住用の家屋が震災により居住することができなくなった方が、住宅の再取得等をし

た場合には、住宅借入金等特別税額控除の特例（住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び

重複適用）の適用を受けることができます。

　不動産取得税
１　被災した家屋・敷地に代わる家屋・土地の取得に係る特例

震災により滅失・損壊した家屋・敷地の所有者またはその相続人等が、当該被災家屋・敷地に

代わるものと認められる家屋・土地を令和８年３月31日までの間に取得した場合には、それぞれ、

被災家屋・被災家屋の敷地の面積分は課税されません。

２　警戒区域内家屋・敷地に代わる家屋・土地の取得に係る特例

　　警戒区域内に所在した家屋・敷地の所有者またはその相続人等が、当該家屋・敷地に代わるも

のと認められる家屋・土地を当該警戒区域の設定指示が解除された日から起算して３月（代替家

屋が同日後に新築されたものであるときは１年）を経過する日までの間に取得した場合には、そ

れぞれ、警戒区域内家屋・警戒区域内家屋の敷地の面積分は課税されません。

３　居住困難区域内家屋・敷地に代わる家屋・土地の取得に係る特例

　　居住困難区域に所在した家屋・敷地の所有者またはその相続人等が、当該家屋・敷地に代わる

ものと認められる家屋・土地を当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算 

して３月（代替家屋が同日後に新築されたものであるときは１年）を経過する日までの間に取得 

した場合には、当該居住困難区域に所在していた家屋・敷地の面積分は課税されません。

４　共同利用施設等に係る不動産取得税の免除

　　震災からの産業復旧・復興のため、令和８年３月31日までに被害を受けた家屋の復旧等に係る

補助金または交付金（水産業共同利用施設復旧整備事業等）により法人が家屋を取得したときは、

不動産取得税が免除されます。

５　被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の不動産取得税の免除

　　復興整備事業の実施区域内の土地交換に関する権利を有する方が、平成28年４月１日から令和

６年３月31日までの間に、その復興整備事業の用に供するため、その土地に関する権利を被災関

連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、その交換により被災関連市町村の有する実施区域外の

土地の所有権を取得した場合には、不動産取得税が免除されます。
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特定復興産業集積区域における県税の課税免除 ・東日本大震災復興特別区域法第40条第１項（新規立地新設企業５年間無税）の適用を受けるた

めの指定要件である不動産の取得については、課税免除の対象とはなりません。この不動産に

ついて課税免除を受けるためには、当該不動産の取得の前に同法第37条第１項の指定を受ける

必要があります。

固定資産税（県税に係るもの）

対象施設等である大規模償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以後５

か年度分について、大規模固定資産に対して県が課する固定資産税を免除します。

２　対象者
震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、または生産活動の基盤に著しい被害を受けた

地域における雇用機会の確保に寄与する事業を行うものとして、東日本大震災復興特別区域法に

規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人事業者または法人です。

３　対象要件
・認定地方公共団体からの指定を受けた後、令和６年３月31日までの間に特定復興産業集積区域

内において施設または設備を新設または増設すること

・新設または増設する施設または設備が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第10条の２第１項（特別償却または税額控除）、同法第10条の５第１項（研

究資産の特別償却等）、同法第17条の２第１項（特別償却または税額控除）、同法第17条の

５第１項（研究開発資産の特別償却等）または同法第18条の４第１項（再投資設備等の特別償

却）の規定の適用を受ける施設もしくは設備であること

４　注意事項
東日本大震災復興特別区域法に規定する認定地方公共団体による認定書が交付された場合で

あっても、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の２第１

項（個人：特別償却又は税額控除）、同法第10条の５第１項（個人：研究開発資産の特別償却

等）、同法第17条の２第１項（法人：特別償却または税額控除）、同法第17条の５第１項（法

人：研究開発資産の特別償却等）または同法第18条の４第１項（法人：再投資設備等の特別償

却）の規定の適用を受けることができないと判断された場合は、県の課税免除の適用も受けるこ

とができません。

宮城県では、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、認定地方公共団体の指定

を受けた事業者が特定復興産業集積区域内において一定の施設または設備を新設または増設した場

合において、法人事業税や不動産取得税などの税負担を軽減する制度を導入しています。

課税免除を受けようとする税目に関する申告期限までに、管轄の県税事務所へ申請してください。

　・認定地方公共団体：復興推進計画について内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体

　・特定復興産業集積区域：仙台市（青葉区、太白区及び泉区を除く。）、石巻市、塩竈市、

気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、

松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町

１　課税免除の内容
個人事業税・法人事業税

対象施設等を事業の用に供した日の属する年または事業年度の以後５か年の間の各年または各事

業年度における所得または収入金額のうち、当該対象施設等に係るものとして以下により計算した

額に対して課する事業税を免除します。

　①電気供給業、ガス供給業または倉庫業に係る所得または収入金額

　　県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得または収入金

　　額×（対象施設等に係る固定資産の価額÷対象者が県内に有する事務所または事業所の固定資

　　産の価額）

　②鉄道事業または軌道事業に係る所得金額

　　県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×（対象

　　施設等に係る軌道の延長キロメートル数÷対象者が県内に有する軌道の延長キロメートル数）

　③その他の業種に係る所得または収入金額

　　県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得または収入金

　　額×（対象施設等に係る従業者（※）の数÷対象者が県内に有する事務所または事業所の従業

　　者の数）

　　※対象施設等に係る従業者

　　　従業員の算定は、新増設した対象施設等に直接従事する従業者となります。

不動産取得税

対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税を免除します。

・家屋については、認定復興推進計画に定められた復興事業の用に供されている部分についての

み課税免除の対象となります。 

・土地については、家屋の課税免除対象部分の垂直投影部分のみが課税免除の対象となります。 

・土地について課税免除を受けるには、土地の取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地

を敷地とする対象施設等である家屋の建設の着手が必要です。

・土地については、認定地方公共団体の指定を受ける前に取得したものであっても、復興推進計

画の認定日以後の取得であって、他の条件を満たす場合には、課税免除の対象となります。
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・東日本大震災復興特別区域法第40条第１項（新規立地新設企業５年間無税）の適用を受けるた

めの指定要件である不動産の取得については、課税免除の対象とはなりません。この不動産に

ついて課税免除を受けるためには、当該不動産の取得の前に同法第37条第１項の指定を受ける

必要があります。

固定資産税（県税に係るもの）

対象施設等である大規模償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以後５

か年度分について、大規模固定資産に対して県が課する固定資産税を免除します。

２　対象者
震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、または生産活動の基盤に著しい被害を受けた

地域における雇用機会の確保に寄与する事業を行うものとして、東日本大震災復興特別区域法に

規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人事業者または法人です。

３　対象要件
・認定地方公共団体からの指定を受けた後、令和６年３月31日までの間に特定復興産業集積区域

内において施設または設備を新設または増設すること

・新設または増設する施設または設備が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第10条の２第１項（特別償却または税額控除）、同法第10条の５第１項（研

究資産の特別償却等）、同法第17条の２第１項（特別償却または税額控除）、同法第17条の

５第１項（研究開発資産の特別償却等）または同法第18条の４第１項（再投資設備等の特別償

却）の規定の適用を受ける施設もしくは設備であること

４　注意事項
東日本大震災復興特別区域法に規定する認定地方公共団体による認定書が交付された場合で

あっても、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の２第１

項（個人：特別償却又は税額控除）、同法第10条の５第１項（個人：研究開発資産の特別償却

等）、同法第17条の２第１項（法人：特別償却または税額控除）、同法第17条の５第１項（法

人：研究開発資産の特別償却等）または同法第18条の４第１項（法人：再投資設備等の特別償

却）の規定の適用を受けることができないと判断された場合は、県の課税免除の適用も受けるこ

とができません。

宮城県では、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、認定地方公共団体の指定

を受けた事業者が特定復興産業集積区域内において一定の施設または設備を新設または増設した場

合において、法人事業税や不動産取得税などの税負担を軽減する制度を導入しています。

課税免除を受けようとする税目に関する申告期限までに、管轄の県税事務所へ申請してください。

　・認定地方公共団体：復興推進計画について内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体

　・特定復興産業集積区域：仙台市（青葉区、太白区及び泉区を除く。）、石巻市、塩竈市、

気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、

松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町

１　課税免除の内容
個人事業税・法人事業税

対象施設等を事業の用に供した日の属する年または事業年度の以後５か年の間の各年または各事

業年度における所得または収入金額のうち、当該対象施設等に係るものとして以下により計算した

額に対して課する事業税を免除します。

　①電気供給業、ガス供給業または倉庫業に係る所得または収入金額

　　県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得または収入金

　　額×（対象施設等に係る固定資産の価額÷対象者が県内に有する事務所または事業所の固定資

　　産の価額）

　②鉄道事業または軌道事業に係る所得金額

　　県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×（対象

　　施設等に係る軌道の延長キロメートル数÷対象者が県内に有する軌道の延長キロメートル数）

　③その他の業種に係る所得または収入金額

　　県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得または収入金

　　額×（対象施設等に係る従業者（※）の数÷対象者が県内に有する事務所または事業所の従業

　　者の数）

　　※対象施設等に係る従業者

　　　従業員の算定は、新増設した対象施設等に直接従事する従業者となります。

不動産取得税

対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税を免除します。

・家屋については、認定復興推進計画に定められた復興事業の用に供されている部分についての

み課税免除の対象となります。 

・土地については、家屋の課税免除対象部分の垂直投影部分のみが課税免除の対象となります。 

・土地について課税免除を受けるには、土地の取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地

を敷地とする対象施設等である家屋の建設の着手が必要です。

・土地については、認定地方公共団体の指定を受ける前に取得したものであっても、復興推進計

画の認定日以後の取得であって、他の条件を満たす場合には、課税免除の対象となります。
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10,792
（100％）

　　　依存財源
4,536

（42.0%）

　　　依存財源
4,536

（42.0%）

自主財源
6,256

（58.0%）

自主財源
6,256

（58.0%）

■ 宮城県の歳入（令和５年度当初予算額）（単位：億円）

■ 県税収入の構成（単位：億円）

■ 県税収入の推移（単位：億円）

※令和３年度までは決算額
　令和４年度は２月補正予算額
　令和５年度は当初予算額

県税
　3,074（28.5％）
県税
　3,074（28.5％）
県税
　3,074（28.5％）
県税
　3,074（28.5％）
県税
　3,074（28.5％）

3,074
（100％）

事業税
県民税以外
1,505　　

(49.0％)　　　　

事業税
県民税以外
1,505　　

(49.0％)　　　　

事業税
　　869
　　(28.3％)

事業税
　　869
　　(28.3％)

県民税
700　　
(22.8％)　　

県民税
700　　
(22.8％)　　

2,9202,920 2,9292,929
3,0983,098 3,1113,111 3,0743,074

令和元 令和５（年度）令和４令和３令和２
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

876876

599599

358358

658658

258258
171171

821821

599599

345345

751751

253253
160160

894894

595595

342342

836836

246246
185185

850850

598598

348348

792792

241241
282282

924924

580580

343343

812812

237237
178178

その他の税

軽油引取税

地方消費税

自動車税※

個人県民税

法人二税

地方消費税清算金 1,158（10.7％）

諸収入 1,320（12.2％）

分担金及び負担金 41（0.4％）

使用料及び手数料 122（1.1％）その他 13（0.1％）

繰入金 528（4.9％）

地方特例交付金 13（0.1％） 地方譲与税 419（3.9％）

県債 746（6.9％）

国庫支出金
1,819（16.9％）

地方交付税 1,535（14.2％）

交通安全対策特別交付金 4（0.0％）

軽油引取税 237（7.7％）

不動産取得税 67（2.2％）

自動車税 343（11.2%）自動車税 343（11.2%）

個人事業税 32（1.0％）

法人県民税 87（2.8％）

県民税利子割 1（0.0％）

個人県民税(均等割・所得割) 580（18.9％）

法人事業税 837（27.2％）

その他 16（0.5％）

県たばこ税 30（1.0％）

地方消費税 812（26.4％)地方消費税 812（26.4％)

県民税配当割 18（0.6％）

県民税株式等譲渡所得割 14（0.5％)県民税株式等譲渡所得割 14（0.5％)

※自動車税は自動車税種別割
と自動車税環境性能割の合
計額です。

※単位未満を四捨五入しているため、
合計や割合が一致しない箇所があ
ります。

※自動車税には、廃止前の自動車取得税を含む。（自動車取得税は、令和元年９月30日で廃止されました。）
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警 察 費 24,360円

災害復旧費 4,307円

農林水産業費 20,727円

総 務 費 21,604円

そ の 他 69,182円

土 木 費 25,506円

公 債 費 48,093円

商 工 費 63,786円

民 生 費 64,331円

衛 生 費 55,496円

教 育 費 77,647円

労 働 費 1,445円

■ 宮城県の歳出（令和５年度当初予算額）（単位：億円）

■ 県民１人当たりに使われるお金（令和５年４月１日現在　宮城県推計人口 226万4,941人）

県民１人当たりの
県の予算

476,483円

県民１人当たりが納める

県税額 135,721円
県民１人当たりが納める

県税額 135,721円

　　　　税の賦課徴収など県の全般的
な事務に使われます。

　　　　農業、林業及び水産業の振興
と田畑や漁港の整備などに使
われます。

　　　　災害により被災した施設など
を原状復旧するために使われ
ます。

　　　　雇用対策などに使われます。

　　　　幼稚園や学校の整備、文化財

　　　　の保存整備、スポーツの振興

　　　　などに使われます。

１人当たり 77,647円

　　　　幼稚園や学校の整備、文化財

　　　　の保存整備、スポーツの振興

　　　　などに使われます。

１人当たり 77,647円

10
00
0 10
00
0 10

00
0

　　　　学校や社会福祉施設などの公

共施設を整備するために発行

した県債を返済するために使

われます。

１人当たり 48,093円

　　　　学校や社会福祉施設などの公

共施設を整備するために発行

した県債を返済するために使

われます。

１人当たり 48,093円

　　　　商工業、観光等の振興と中小

　　　　企業の資金貸付けなどに使わ

　　　　れます。

１人当たり 63,786円

　　　　商工業、観光等の振興と中小

　　　　企業の資金貸付けなどに使わ

　　　　れます。

１人当たり 63,786円

　　　　子どもやお年寄り、体の不自

由な方が安定した社会生活を

おくれるよう、様々な援助や

福祉施設の建設などに使われ

ます。

１人当たり 64,331円

　　　　子どもやお年寄り、体の不自

由な方が安定した社会生活を

おくれるよう、様々な援助や

福祉施設の建設などに使われ

ます。

１人当たり 64,331円

性質別
10,792
(100%)

性質別
10,792
(100%)

目的別
10,792
(100%)

目的別
10,792
(100%)

義務的経費
3,601　　

（33.4％）　　

義務的経費
3,601　　

（33.4％）　　

投資的経費 
1,226
（9.9％）

投資的経費 
1,226
（9.9％） 義務・

投資以外
5,965

（55.3％）

義務・
投資以外
5,965

（55.3％）

県税収入額（当初予算）を

宮城県推計人口で除した額

県税収入額（当初予算）を

宮城県推計人口で除した額

　　　　道路、港湾、住宅、公園、下

　　　　水道の建設や整備などに使わ

　　　　れます。

１人当たり 25,506円

　　　　道路、港湾、住宅、公園、下

　　　　水道の建設や整備などに使わ

　　　　れます。

１人当たり 25,506円

　　　　個人の生命や財産を守り、社

会秩序を維持するため、各種

取締りや防犯対策、交通安全

対策などに使われます。

１人当たり 24,360円

　　　　個人の生命や財産を守り、社

会秩序を維持するため、各種

取締りや防犯対策、交通安全

対策などに使われます。

１人当たり 24,360円

　　　　環境対策や公害対策、地域医

　　　　療対策、病気の予防や対策な

　　　　どに使われます。

　　　　１人当たり 55,496円

　　　　環境対策や公害対策、地域医

　　　　療対策、病気の予防や対策な

　　　　どに使われます。

　　　　１人当たり 55,496円

公債費 1,084（10.0％）

扶助費 502（4.7％）

普通建設事業費 1,117（10.4％）

人件費 2,015（18.7%)

災害復旧事業費 109（1.0％）

貸付金 1,203（11.1％）

補助費等 3,533（32.7％）

その他 1,229（11.4％）

農林水産業費 469（4.3％）

衛生費 1,257（9.8％）

その他 1,566（14.5％）

労働費 33（0.3％）

総務費 489（4.5％）

警察費 552（5.1％）

公債費 1,089（10.1％）

土木費 578（5.4％）

災害復旧費 98（0.9％）

民生費 1,457（13.5％）

商工費 1,445（13.4％）

教育費 1,759（16.3％）

※単位未満を四捨五入しているため、
合計や割合が一致しない箇所があ
ります。
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税金の役割と種類

国　税

税金とは？
　税金とは、国や地方公共団体が一般経費または特定の経費を支出するために、国民や住

民が負担しているお金のことです。

税金の役割
　わたしたちが円滑な日常生活を送るためには、国や地方公共団体が分担する様々な公共

サービスの提供などが必要となります。たとえば、国は外交や司法など国の存立に関わる

仕事を、地方公共団体は教育、保健衛生、上下水道、産業、警察、消防などの福祉や生活

環境に関する仕事を分担しています。

　わたしたちは、これら公共サービスに必要な経費を「税金」という形で負担しています。

つまり税金は「社会の一員として暮らしていくうえでの会費」のようなものです。

税金の種類
①国税と地方税

　税金には、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」とがあります。

　地方税は、さらに県（都道府）税と市町村税に分かれます。

②普通税と目的税

　その税収の使途が限定されない「普通税」と、限定されている「目的税」に分かれます。

③直接税と間接税

　納税者本人が直接に負担し納税する「直接税」と、負担する者と納税する者とが異なる

「間接税」に分かれます。

間 接 税 等

直 接 税

所 得 税
個人の所得（利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・
譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に分けられています。）にかかります。

消 費 税
国内における資産の譲渡、貸付け及び役務の提供、特定仕入れ（事業として他の者から受けた
特定資産の譲渡等）、外国貨物の輸入にかかります。

地 方 法 人 特 別 税 法人事業税（県税）に応じてかかります。（令和元年９月30日までに開始する事業年度の申告まで適用）

特 別 法 人 事 業 税 法人事業税（県税）に応じてかかります。（令和元年10月１日以後に開始する事業年度の申告から適用）

相 続 税 相続や遺贈によって財産を取得した人にかかります。

酒 税 清酒・ビール・ウイスキーなどを製造場から移出したときにかかります。

た ば こ 税
た ば こ 特 別 税

たばこを製造場から移出したときにかかります。

揮 発 油 税
地 方 揮 発 油 税

揮発油を製造場から移出したときにかかります。

石 油 ガ ス 税 石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんしたときにかかります。

航 空 機 燃 料 税 航空機燃料を航空機に積み込んだときにかかります。

石 油 石 炭 税 原油や石炭などを採取場から移出したときにかかります。

自 動 車 重 量 税 自動車の車検を受けるときなどに、自動車の種類と重量に応じてかかります。

関 税 外国から輪入した貨物にかかります。

と ん 税 外国の貿易船が港へ入港したときにかかります。

特 別 と ん 税 とん税と同じですが、税率が異なります。

印 紙 税 契約書や受取書などを作成したときにかかります。

登 録 免 許 税 不動産・船舶・会社などの登記や登録をするとき、資格の許可や免許のときにかかります。

電 源 開 発 促 進 税 一般送配電事業者の販売電気の電力量に応じてかかります。

国 際 観 光 旅 客 税 国際船舶等により本邦から出国する旅客にかかります。（平成31年１月７日以降の出国）

法 人 税
普通法人・協同組合などの法人の所得にかかります。宗教法人などの公益法人・人格のない社
団や財団などは、収益事業から生じた所得にかかります。

復 興 特 別 所 得 税 個人の方で、所得税を納める義務のある人にかかります。（平成25年から令和19年まで）

地 方 法 人 税 法人税を納める義務のある法人にかかります。（平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用）

贈 与 税 個人から贈与によって財産を取得した人にかかります。
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地方税

県 民 税県　　税

市町村税

利子等に係る県民税

配当等に係る県民税

株式等譲渡所得に係る県民税

法 人 の 県 民 税

個 人 の 事 業 税

法 人 の 事 業 税

個 人 の 県 民 税

事 業 税

県 民 税

鉱 区 税

県固定資産税

核 燃 料 税

県 民 税地 方 消 費 税

県 た ば こ 税

ゴルフ場利用税

市 町 村 民 税

固 定 資 産 税

鉱 産 税

特別土地保有税

県 民 税市町村たばこ税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

水 利 地 益 税

県 民 税宅 地 開 発 税

共 同 施 設 税

国民健康保険税

入 湯 税間 接 税

直 接 税

直 接 税

直 接 税

普 通 税

普 通 税

目 的 税

間 接 税

間 接 税

目 的 税

間 接 税

直 接 税 狩 猟 税

水利地益税

産業廃棄物税

不動産取得税

軽 油 引 取 税

個人の市町村民税

法人の市町村民税

その市町村のたばこ小売業者にたばこを売り渡した者にかかります。

温泉に入浴した人にかかります。

本人またはその家族が国民健康保険の被保険者である世帯主にかかります。

共同施設などによって、特に利益を受けたときにかかります。

宅地として開発する土地の面積に応じてかかります。

水利事業などの利益を受けるとき土地・家屋にかかります。

都市計画区域内にある土地・家屋にかかります。

指定都市などにある一定規模以上の事務所・事業所にかかります。

一定規模以上の土地の所有や取得にかかります。

採掘した鉱物の価格に応じて、鉱業者にかかります。

土地・家屋や事業に使う機械などの償却資産にかかります。

市町村に住所のある個人または家屋敷などを有する個人にかかります。

市町村に事務所・事業所などのある法人にかかります。

軽 自 動 車 税
環 境 性 能 割

種 別 割

三輪以上の軽自動車（特殊自動車除く）を取得したときにかかります。

軽自動車･二輪の小型自動車･原動機付自転車･小型特殊自動車の所有者にかかります。

※１　県固定資産税は宮城県では現在該当ありません。
※２　水利地益税は宮城県では課税していません。
※３　特別土地保有税は平成15年度以降、当分の間課税が停止されました。
※４　新増設に係る事業所税は平成15年３月31日をもって廃止されました。
※５　宅地開発税及び共同施設税は宮城県内の市町村では課税していません。

※１

※２

※３

※４

※５

※５

自 動 車 税
環 境 性 能 割

種 別 割
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令和５年度の主な税制改正について

　令和５年度税制改正に伴い、次のように地方税法等の改正が行われています。

■ 個人県民税（令和６年１月１日施行）      
　　◎ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化

・ＮＩＳＡ制度について、年間投資上限額の拡大、非課税保有期間の無期限化、口座

開設期間の恒久化等を行う。

■ 自動車税環境性能割（令和５年４月１日施行）      

　　◎環境性能割の税率区分の見直し

・新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、現行の税

率区分を令和５年12月末まで据え置く。

・2035年電動車100％（乗用車新車販売）とする政府目標と整合させ、電動車の一層

の普及促進を図る観点から、税率区分（燃費基準達成度）を３年間で段階的に引き

上げる。次の税率区分の見直しは３年後（令和８年度改正）とする。

　　◎グリーン化特例

・電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置（翌年度の種別割▲75％軽

減）等について、適用期限を３年延長する。

　　◎燃費・排ガス不正行為への対応

・不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせ

る特例規定について、税制上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する

際に加算する割合（現行：10％）を35％に引き上げる。


